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業務の適正を確保するための体制および運用状況
　当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業
務の適正を確保するための体制」について取締役会
において決議しております。その内容および運用状
況は、以下のとおりであります。

（1）  取締役の職務の執行が法令および定款に適合
することを確保するための体制

　株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会
をはじめとする様々なステークホルダーに対する社
会的責任を果たすため、企業価値向上を経営上の基
本方針とし、その実現のため、倫理・コンプライア
ンス規程、「反社会的勢力および団体への対処」の項
目を含む行動規範を制定・施行し、役員ならびに従
業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図ると
ともに、内部通報制度を含むリスク管理体制の強化
に取り組み、内部統制システムの充実に努める。

（2）  取締役の職務の執行に係る情報の保存および
管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報・文書は、当社社
内規程およびそれに関する各管理マニュアルに従い
適切に保存し管理する。

（3）  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
❶	　取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権
限を有し、これに従いリスク管理に係る危機管理
規程を制定・施行し、リスク管理体制を構築する。

❷	　リスク管理部門として総務部がリスク管理活
動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図る。

❸	　内部監査を担当するCSR部は定期的に業務監
査実施項目および実施方法を検討し、監査実施
項目が適切であるか否かを確認し、必要があれ
ば監査方法の改訂を行う。

1 	業務の適正を確保するための体制

❹	　法令・定款違反その他の事由に基づき損失の
危険のある業務執行行為が発見された場合、直
ちに取締役会および担当部署に通報し、発見さ
れた危険の内容およびそれがもたらす損失の程
度等について担当部署が把握に努めるととも
に、対応し、改善する。

❺	　大規模災害等が発生した場合に備え、事業継
続計画（BCP）を策定する等、緊急時の体制を
整備する。

（4）  取締役の職務の執行が効率的に行われること
を確保するための体制

❶	　事業運営については、経営環境の変化を踏ま
え中期経営計画を策定し、その実行計画として
各年度予算を策定し、全社的な目標に基づく具
体策を各部門で立案し、実行する。また、CSR
の理念を重視した経営体制を整備するため、
CSR部を設置し、会社法および金融商品取引法
上の内部統制システムの監査を含めたCSR経営
推進のための体制を構築する。また、金融商品
取引法上の内部統制体制を整備し、評価するた
め、「内部統制プロジェクト」を組成し、その
対応にあたる。

❷	　変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図
るため、執行役員制度を導入し、所管する各部
署の業務を執行する。

❸	　定例の取締役会を原則月１回開催し、重要事
項の決定および業務執行状況の監督等を行うと
ともに、業務執行上の責任を明確にするため、
取締役の任期を１年と定めている。

❹	　取締役会への付議議案については、取締役会
規則に定める付議基準に則り提出し、取締役会
における審議が十分行われるよう付議議題に関
する資料は事前に全役員に配付する。
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❺	　日常の職務執行に際しては、基本組織規程等
に基づき権限の委譲が行われ、効率的に業務を
遂行する。

（5）  従業員の職務の執行が法令および定款に適合
することを確保するための体制

❶	　従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、
倫理・コンプライアンス規程、行動規範を制
定・施行し、それらを遵守するとともに、従業
員が法令・定款等に違反する行為を発見した場
合の報告体制としての内部通報制度を構築する
ため、内部通報規程を制定・施行する。

❷	　担当役員は、倫理・コンプライアンス規程に
従い、担当部署にコンプライアンス責任者その
他必要な人員配置を行い、かつ、コンプライア
ンス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、
従業員に対して「社員向けコンプライアンステ
キスト」等を配布するなど、適切な研修体制を
構築する。また、社内通報窓口に加え、第三者
機関（外部のコンサルティング会社）を内部通
報窓口とする内部通報窓口（宝リスクホットラ
イン）規程を制定・施行する。

（6）  当社および子会社から成る企業集団（以下、
「当社グループ」という。）における業務の適
正を確保するための体制

❶	　当社グループの業務の適正性を確保し、グ
ループの戦略的経営を推進するため、代表取締
役社長および常務執行役員ならびに子会社役員
を構成員とする会議を原則月１回開催する。

❷ 　当社グループの業務の適正については、関係
会社管理規程に従い管理し、業務執行の状況に
ついて、CSR部、総務部、人事部、経理部、総
合企画部等の各担当部が当社規程に準じて評価
および監査を行う。

❸	　当社グループ間の取引については、一般的な
取引条件を勘案し、取締役の稟議決裁により決
定する。

❹ 　CSR部、総務部、人事部、経理部、総合企画
部等の各担当部は、子会社に損失の危険が発生
し、各担当部がこれを把握した場合には、直ち
に発見された損失の危険の内容、損失の程度お
よび当社グループに及ぼす影響等について、当
社の取締役会および担当部署に報告する体制を
確保し、これを推進する。

❺	　当社グループは、当社の定める内部通報規程
および内部通報窓口（宝リスクホットライン）
規程に従う。

（7）  監査役がその職務を補助すべき使用人を置く
ことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項

　監査役会がその職務を補助する従業員を置くこと
を求めた場合には、当該従業員を配するものとし、
配置にあたっての具体的な内容（組織、人数、その
他）については、監査役会と相談し、その意見を十
分考慮する。

（8）  監査役の職務を補助すべき使用人の取締役か
らの独立性に関する事項および当該使用人に
対する指示の実効性の確保に関する事項

❶	　監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異
動については、監査役会の同意を必要とする。

❷	　監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の
業務執行に係る役職を兼務せず監査役の指揮命
令下で職務を遂行し、取締役の指揮命令は受け
ない。

	 　また、当該従業員の評価については監査役の
意見を聴取する。
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（9）  取締役および使用人ならびに子会社の取締役・
監査役等および使用人またはこれらの者から報
告を受けた者が監査役に報告をするための体制
その他の監査役への報告に関する体制

　当社グループの役員および従業員は、当社グループ
の経営、業績に影響を与える重要な事項や重大な法
令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える事
項について発生次第速やかに当社の監査役に報告する。
　また、当社グループの役員および従業員は、監査
役から報告を求められた場合には、速やかに必要な
報告および情報提供を行う。

（10）  監査役へ報告をした者が当該報告をしたこと
を理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

　当社の定める内部通報規程において、監査役への
内部通報について不利な扱いを受けない旨を規定・
施行する。

（11）  監査役の職務の執行について生ずる費用の前
払または償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理に係る
方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について、当社に対し費
用の前払等の請求をした際には、担当部門において
審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該
監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場
合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

（12）  その他監査役の監査が実効的に行われること
を確保するための体制

❶	　取締役は、法令に基づく事項のほか、監査役
が求める事項を適宜、監査役へ報告する。

❷	　監査役会、CSR部および会計監査人は必要に
応じ相互に情報および意見の交換を行うなど連
携を強め、監査の質的向上を図る。

❸	　代表取締役社長は、監査役と定期的に会合
し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況
などについて意見交換を行う。

❹	　代表取締役社長は、内部監査部門の実施する
内部監査の計画、内部監査実施の経過およびそ
の結果を監査役に報告する。

（13）  反社会的勢力排除に向けた体制整備
　倫理・コンプライアンス規程、行動規範を制定・
施行し、取締役ならびに従業員への徹底により、社
会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および
団体との関係を遮断・排除する。
　取締役および従業員は、反社会的勢力に対して常
に注意を払うとともに、万一不当要求など何らかの
関係を有してしまったときの対応については危機管
理規程に従い、総務部を中心に外部専門機関と連携
して速やかに関係を解消する。

（1）  コンプライアンスに対する取組みの状況
　お客様の法令等に基づく機密性または秘匿性のある
ディスクロージャー関連書類の印刷等を業務の根幹と
する当社は、金融商品市場における情報開示支援企業
としての責任を果たすことが求められております。
　そのため、業務上取り扱うインサイダー情報に対
する管理体制の構築および教育が重要な経営課題で
ありますので、役員および従業員に対して、「コンプ
ライアンスに関する自己チェックシート」を用いた
社内教育の実施や外部のeラーニングを社内で実施す
るなど、インサイダー情報に対する教育を定期的に
行っております。
　また、当社グループの基本ルール（グループ企業理
念、社訓、行動規範、各種社内規程等）、統合マネジ
メントシステムのルール（CSR運営マニュアル等）の
ほか、社会の一員として必ず遵守すべき基本ルール

2 	運用状況
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（法令・規制要求事項）について解説した「社員向け
コンプライアンステキスト」を用いた教育を継続的に
実施し、役員および従業員に対して、法令・定款等を
遵守することの徹底を図っております。
　株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内
体制の一層の整備を図り、財務報告をはじめ各種情
報の迅速かつ正確な情報開示を実践し、経営の透明
性を高めるよう努めております。

（2）  職務執行の適正性および効率的に行われるこ
とに対する取組みの状況

　当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員
会議は主要子会社である宝印刷株式会社との合同開
催を含めて13回開催し、業務執行について機動的な
意思決定を行っております。
　取締役会は、社外取締役３名を含む取締役６名で
構成され、社外監査役２名を含む監査役３名も出席
しております。取締役会は14回開催し、各議案につ
いての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発
な意見交換がなされており、意思決定および監督の
実効性は確保されているものと考えております。
　取締役の職務の執行に係る情報については、稟議
決裁制度を電子化し、そのデータベース化を図り、
迅速・効率的な管理体制を構築しており、取締役会
議事録についても、正確に記録・作成し、適切な情
報の保存および管理を行っております。

（3）  損失の危険の管理に対する取組みの状況
　損失の危険の管理に関しては、リスク管理に関す
る規程に則り、子会社を含むリスク管理体制の検証
および見直しを行い、体制の整備を行っております。
　また、内部監査におきましては、業務監査実施項
目および実施方法を検討し、監査の質的向上に努め
ております。
　事業継続計画（BCP）は、全社BCPを部署ごとに
おとしこみ、緊急連絡体制を構築するなど、緊急時

の体制を整備しております。

（4）  当社グループにおける業務の適正性に対する
取組みの状況

　当社グループにおきましては、子会社役員を構成
員とする会議を13回開催し、当社グループの業務執
行の状況および経営計画の進捗状況等を確認・協議
しております。また、当社グループ間の取引につい
ては、稟議決裁により決定しております。

（5）  監査役の監査が実効的に行われることに対す
る取組みの状況

　監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で
構成されています。監査役会は12回開催し、監査に
関する重要な事項について報告を受け、協議・決議
を行っております。
　また、監査役は、代表取締役社長およびCSR部な
らびに会計監査人と定期的に会合し、コンプライア
ンスや内部統制の整備状況などについて意見交換を
行っております。

（6）  反社会的勢力排除に対する取組みの状況
　総務部長が不当要求防止責任者としてその責務を負
い、その統括する部署を総務部とし、社内関係部門お
よび当社が加盟している特殊暴力防止対策連合会など
の外部専門機関との協力体制を整備しております。
　役員および従業員は、反社会的勢力に対して常に
注意を払うとともに、不当要求など何らかの関係を
有してしまったときの対応については危機管理規程
において不法勢力リスクとして認識し、統括部署を
中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消
する体制を確立しております。
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　その実行計画として当社および当社グループ子会
社は各年度予算を策定し、全社的な目標を設定のう
え、各部門でその具体策をまとめ、グループ企業理
念、社訓とともに、これに則した経営を展開し、着
実な成長を実現してまいりました。
　一方で、当社は、機密性または秘匿性の高い顧客
のディスクロージャーおよびIR関連書類の作成支援
等を専門とするグループ子会社をもち、専門的な知
識はもとより、情報管理体制、品質管理体制などが
重視されます。そのため、主要子会社である宝印刷
株式会社においては、プライバシーマーク認証、森
林認証、日本印刷産業連合会が認定するグリーンプ
リンティング、ならびに印刷部浮間工場において環
境規格（ISO14001）を取得し、それぞれが要求す
るマネジメントシステムをCSR運用マニュアルとそ
れに付随する各種の規定を定め、一体化して運用し
ております。

（2）  基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得
することを防止するための取組み

　当社は、2007年８月23日開催の当社第70回定時株
主総会において、当社の企業価値および株主共同の
利益を確保し、または向上させることを目的として、
株主の皆様のご承認をいただき、当社株式の大量買
付行為に関する対応策（買収防衛策）を導入いたし
ました。その後、過去４度にわたり継続しており、
直近では、2019年７月９日開催の取締役会において
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛
策）を継続することを決議し、2019年８月23日開催
の当社第82回定時株主総会にて株主の皆様のご承認
をいただきました。（以下、「本プラン」といいます。）
　仮に当社株式に対する買付その他これに類似する
行為またはその提案（以下総称して「買付」といい
ます。）が行われた場合、買付を行う者またはその提

会社の支配に関する基本方針

　当社は、当社株式について大量買付がなされる場
合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に
資するものであれば、これを一概に否定するものでは
ありませんが、当社の企業価値が毀損され、株主の皆
様にとって不本意な形で不利益が生じる可能性がある
と判断されるような当社株式の大量取得行為や買付提
案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を
支配する者として適当でないと考えます。
　したがって、当社は、当社株式に対する買付が行
われた際に、株主の皆様が買付に応じるか否かを判
断するためや取締役会が代替案を提案するために、
必要な情報や時間を確保したり、買付者と交渉を行
うことを可能とすること等、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益に反する買付行為を抑止するため
の枠組みが必要であると考えております。

1 	基本方針の内容の概要

（1）  会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形
成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社グループはこれまで進めてきた中期経営計画
およびCSR経営を引き続き継続するとともに、攻め
の経営を断行することにより持続的成長を実現させ
てまいります。
　当社は、株式公開を目指した1988年頃から組織的な運
営を行うため、諸規程の整備、運用、文書化の推進および
内部監査を行い業務の改善に努めるとともに、利益計画を
作成してまいりました。その精度をさらに高めるため当社グ
ループを取り巻く内部環境および外部環境の分析を基に、
各ステーク・ホルダーにも配意した経営計画の必要性を感
じ、中期経営計画を策定することといたしました。その後、
社会・環境・経済のトリプル・ボトムラインを意識した目
標を加え、継続的に中期経営計画を策定しております。

2 	取組みの具体的な内容の概要
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（3）  独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
　本プランでは、取締役を監督する立場にある社外
取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社
外有識者からなる特別委員会を設置し、取締役会は
特別委員会の勧告に従い本プランの発動または不発
動を決議するという手続を採用することにより、当
社経営陣の恣意的判断を排し、当社の企業価値およ
び株主共同の利益の維持・向上に資する公正な運営
が行われる仕組みが確保されております。
　また、特別委員会の判断の透明性を一層高めるた
め、買付者から提出された買付説明書の概要、買付
者の買付内容に対する取締役会の意見、代替案の概
要、その他特別委員会が適切と判断する事項を、原
則として株主の皆様に対し速やかに情報開示を行う
ことといたしております。

（4）  本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定
　本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観
的要件が充足されなければ発動されないように設定
されております。これにより、取締役会による恣意
的な発動が防止される仕組みになっております。

（5）  第三者専門家の意見の取得
　特別委員会は、当社の費用で、公認会計士、弁護
士、コンサルタント、フィナンシャル・アドバイ
ザー等の専門家など、独立した第三者の助言を得る
ことができるため、特別委員会による判断の公正さ、
客観性は一層強く担保されるといえます。

（6）  デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛
策ではないこと

　本プランは、その有効期間の満了前であっても、
取締役会の決議によって廃止することができるため、
いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません。
　また、当社の取締役の任期は１年であり、期差任
期制ではありませんので、いわゆるスローハンド型
の買収防衛策でもありません。

（1）  買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足
していること

　本プランは、基本方針に沿い、関係諸法令、裁判
例、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導
入に係る規則および「企業価値・株主共同の利益の確
保または向上のための買収防衛策に関する指針」
(2015年５月27日　経済産業省・法務省）の定める三
原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原
則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性
確保の原則）、ならびに「近時の諸環境の変化を踏ま
えた買収防衛策の在り方」（2008年６月30日　企業価
値研究会）の定める指針の内容を充足するものです。

（2）  株主意思の重視
　本プランは、取締役会において決議を行い、株主
総会に付議し株主の皆様に承認いただき導入してお
ります。
　また、本プランの有効期間は約３年間に限定されて
いること、さらに、取締役の任期は１年とされている
ことから、取締役の選任議案を通じても、１年ごとに
株主の皆様のご意思が反映されることになります。

3 	 	取組みの具体的な内容に対する	 	
取締役会の判断およびその理由

案者（以下総称して「買付者」といいます。）に対し、
遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判
断をするために必要かつ十分な情報および時間なら
びに買付者との交渉の機会の確保をしようとするも
のであります。当社は、基本方針に照らして、当社
の企業価値および株主の皆様の共同の利益を明白に
侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務
および事業の方針の決定が支配されることを防止し、
当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不
本意な形で不利益が生じることを未然に防止しよう
とするものであります。
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連結株主資本等変動計算書（2021年６月１日から2022年５月31日まで）
（単位：千円）

株　主　資　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,278,271 4,381,031 14,065,177 △39,214 20,685,265
会計方針の変更による累積的影響額 △276,465 △276,465

会計方針の変更を反映した当期首残高 2,278,271 4,381,031 13,788,711 △39,214 20,408,800
当期変動額

剰余金の配当 △735,160 △735,160
親会社株主に帰属する当期純利益 2,249,672 2,249,672
自己株式の取得 △487 △487
自己株式の処分 33,152 33,256 66,409
連結子会社株式の取得による持分の増減 18,505 18,505
連結範囲の変動 △28,218 △28,218
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― 51,657 1,486,293 32,769 1,570,720
当期末残高 2,278,271 4,432,688 15,275,005 △6,445 21,979,521

その他の包括利益累計額
非支配 

株主持分 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

為替換算 
調整勘定

退職給付に係る 
調整累計額

その他の包括利益 
累計額合計

当期首残高 737,956 △3,016 499,559 1,234,499 548,501 22,468,267
会計方針の変更による累積的影響額 △276,465

会計方針の変更を反映した当期首残高 737,956 △3,016 499,559 1,234,499 548,501 22,191,801
当期変動額

剰余金の配当 △735,160
親会社株主に帰属する当期純利益 2,249,672
自己株式の取得 △487
自己株式の処分 66,409
連結子会社株式の取得による持分の増減 18,505
連結範囲の変動 △28,218
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △102,981 8,931 △50,850 △144,900 △253,875 △398,776

当期変動額合計 △102,981 8,931 △50,850 △144,900 △253,875 1,171,944
当期末残高 634,974 5,915 448,708 1,089,599 294,625 23,363,746

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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（	連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
に関する注記等）
1.	 連結の範囲に関する事項
（1）	連結子会社の数	 10社
	 主要な連結子会社の名称
	 	 宝印刷株式会社
	 	 株式会社タスク
	 	 株式会社スリー・シー・コンサルティング
	 	 株式会社イーツー
	 	 株式会社十印
	 	 株式会社サイマル・インターナショナル
	 	　当連結会計年度において、当社の連結子会
社であったTAKARA	 INTERNATIONAL
（HONG	KONG）LIMITEDは、重要性が乏
しくなったため、連結の範囲から除外してお
ります。ただし、同社の４月１日から９月30
日までに係る損益につきましては、連結損益
計算書に含めております。

（2）	主要な非連結子会社の名称等
	 主要な非連結子会社の名称
	 	 	ディスクロージャー・イノベーション株式

会社
	 	 TRANSLASIA	HOLDINGS	PTE.LTD.
	 連結の範囲から除いた理由
	 	　非連結子会社は小規模であり、合計の総資
産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連
結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた
めであります。

2.	 持分法の適用に関する事項
（1）		持分法を適用した非連結子会社及び関連会社

の数
	 	　持分法を適用した非連結子会社及び関連会社
はありません。

（2）	持分法を適用しない非連結子会社
	 主要な非連結子会社の名称

	 	 	ディスクロージャー・イノベーション株式
会社

	 	 TRANSLASIA	HOLDINGS	PTE.LTD.
	 持分法を適用しない理由
	 	　持分法非適用会社は、当期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と
しても重要性がないため、持分法の適用範囲
から除外しております。

3.	 連結子会社の事業年度等に関する事項
	 	　連結子会社のうち、株式会社十印及びその子会
社、株式会社サイマル・インターナショナル及び
その子会社の決算日は、３月31日であります。
	 	　連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の
計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行って
おります。
	 	　その他の連結子会社の事業年度の末日と連結決
算日は一致しております。
4.	 会計方針に関する事項
（1）	重要な資産の評価基準及び評価方法
	 ①　有価証券
	 	 その他有価証券
	 	 	 市場価格のない株式等以外のもの
	 	 	 	　時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

	 	 	 市場価格のない株式等
	 	 	 　移動平均法による原価法
	 	 　	　なお、投資事業有限責任組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項により有価
証券とみなされるもの）については、組
合契約に規定される決算報告日に応じて
入手可能な最近の決算書を基礎とし、持
分相当額を純額で取り込む方法によって
おります。

連結注記表
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　　②	 棚卸資産
	 	 	　評価基準は原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）によっております。
	 	 	 原材料	 主として移動平均法
	 	 	 仕掛品	 個別法
	 	 	 貯蔵品	 主として最終仕入原価法
（2）	重要な減価償却資産の減価償却の方法
	 ①　有形固定資産（リース資産を除く）
	 	 	　法人税法に規定する方法と同一の基準に

よる定率法
	 	 	　ただし、1998年４月１日以降取得した建

物（建物附属設備は除く）並びに2016年４
月１日以降取得した建物附属設備及び構築
物については、法人税法に規定する方法と
同一の基準による定額法によっております。

	 	 主な耐用年数
	 	 　建物及び構築物	 	 15～50年
	 	 　機械装置及び運搬具	 10年
	 ②　無形固定資産（リース資産を除く）
	 	 ソフトウエア（自社利用分）
	 	 	　社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法
	 	 顧客関連資産
	 	 	　10年
	 	 その他
	 	 	　法人税法に規定する方法と同一の基準に

よる定額法、企業結合により識別された商
標権等については、その効果の及ぶ期間（11
年～13年）に基づく定額法

	 ③　リース資産
	 	 	　所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産
	 	 	　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。
（3）	重要な引当金の計上基準
	 貸倒引当金
	 	　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

	 役員賞与引当金
	 	　役員に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき当連結会計年度に
見合う分を計上しております。

	 役員退職慰労引当金
	 	　役員退職慰労金の支給に備えて内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。
（4）		その他連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項
	 ①　退職給付に係る会計処理の方法
	 （a）	退職給付見込額の期間帰属方法
	 	 	 	　退職給付債務の算定にあたり、退職給

付見込額を当連結会計年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。

	 （b）		数理計算上の差異の費用処理方法
	 	 	 	　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（５年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度から費用処理することと
しております。

	 （c）	小規模企業等における簡便法の採用
	 	 	 	　一部の連結子会社は、退職給付に係る

負債及び退職給付費用の計算に、退職給
付に係る期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用
しております。

	 ②　	収益及び費用の計上基準
	 	 　	　当社及び連結子会社の顧客との契約から

生じる収益に関する主要な事業における主
な履行義務の内容及び当該履行義務を充足
する通常の時点（収益を認識する通常の時
点）は以下のとおりであります。

	 a）	 ディスクロージャー関連事業
	 	 	 	　ディスクロージャー関連事業において、

主として国内の顧客に対して、金融商品
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取引法・会社法に基づいて作成が義務付
けられている有価証券報告書や株主総会
招集通知といった制度開示書類や、IR活
動の一環で株主や投資家向けに作成され
る株主通信、事業報告書等の任意開示書
類など、ディスクロージャーとIRに関連
した書類の制作・印刷、作成支援システ
ムの提供、コンサルティングサービス等
を行っております。

	 	 	 ・	ディスクロージャー&IR関連電子データ
納品物

	 	 	 	　電子データ納品物については、顧客が
検収した時点で当該製品に対する支配が
移転し、履行義務が充足されることから、
検収時点で収益を認識しております。取
引の対価は、製品の引渡し後、概ね２か
月以内に受領（契約に基づき前受金を受
領する場合があります。）しており、当該
顧客との契約に基づく債権について、重
要な金融要素の調整は行っておりません。

	 	 	 ・ディスクロージャー&IR関連印刷物
	 	 	 	　印刷物制作については、顧客に印刷物

を引き渡した時点で当該製品に対する支
配が移転し、履行義務が充足されること
から、引き渡し時点で収益を認識してお
ります。ただし、当該国内の販売につい
ては、出荷から引き渡しの期間が通常の
期間であることから、出荷が完了した時
点で収益を認識しております。取引の対
価は、製品の引渡し後、概ね２か月以内
に受領（契約に基づき前受金を受領する
場合があります。）しており、当該顧客と
の契約に基づく債権について、重要な金
融要素の調整は行っておりません。

	 	 	 ・開示書類作成支援システム等
	 	 	 	　開示書類作成支援システム、オンライ

ンサービスの提供については、契約期間
にわたり顧客が当該システム等を利用で
きるよう当社グループが提供するサービ

スであることから、一定の期間にわたり
充足される履行義務であると判断してお
ります。

	 	 	 	　また、顧客は契約期間にわたり当該
サービスを利用可能で、時間の経過に伴
い均等に便益を享受すると判断している
ため、当社グループは契約期間にわたり
均等に収益を認識しております。

	 	 	 	　取引の対価は、契約期間開始から概ね
２か月以内に受領しており、当該顧客と
の契約に基づく債権について、重要な金
融要素の調整は行っておりません。

	 	 	 ・	コンサルティングサービス
	 	 	 	　コンサルティングサービスについては、

主に新規上場を目指す顧客への各種提出
書類作成支援、アドバイザリー業務等を
行っており、専門知識を有したスタッフ
を派遣して契約期間にわたりコンサルテ
ィング業務を実施する形態から、サービ
スを提供すると同時に顧客は便益を享受
すると判断しました。これにより、一定
の期間にわたり充足される履行義務であ
ると判断し、実施時間に応じて収益を認
識しております。

	 	 	 	　また、取引の対価は契約条件に従い、
段階的に受領しておりますが、概ね契約
期間終了から２ヵ月以内に全額受領（作
業の進捗度により前受金を受領する場合
があります。）しており、当該顧客との契
約に基づく債権について、重要な金融要
素の調整は行っておりません。

	 b）	 通訳・翻訳事業
	 	 	 	　通訳・翻訳事業において、主に国際会

議やイベント、シンポジウム等における
通訳サービスのほか、一般的な翻訳サー
ビスに加えて欧米企業が日本でサービス
を提供する際の読み手への高い訴求力が
求められるローカライズやトランスクリ
エーションサービス等の提供を行ってお
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ります。
	 	 	 ・通訳サービス
	 	 	 	　通訳サービスについては、顧客へ通訳

サービスを提供することが履行義務であ
り、顧客へのサービスの提供時点で当該
サービスの履行義務が充足されるとし、
当時点で収益を認識しております。取引
の対価は、当該製品又はサービスと交換
に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしており、当該顧客との契
約に基づく債権について、重要な金融要
素の調整は行っておりません。

	 	 	 ・翻訳サービス
	 	 	 	　翻訳サービスについては、翻訳した成

果物を顧客に供給することを履行義務と
しており、顧客が成果物を検収した時点
で当該製品及びサービスに対する支配が
移転し、履行義務が充足することから、
当時点で収益を認識しております。

	 	 	 	　取引の対価は、当該製品又はサービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしており、当該顧客
との契約に基づく債権について、重要な
金融要素の調整は行っておりません。

	 ③　	重要な外貨建ての資産又は負債の本邦通貨
への換算の基準

	 	 　	　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、為替差額
は損益として処理しております。なお、在
外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、
在外連結子会社等の決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額は純資産の
部における為替換算調整勘定及び非支配株
主持分に含めて計上しております。

	 ④　のれんの償却方法及び償却期間
	 	 　	　効果の発現期間（10年～14年）にわたり

均等償却しております。

（会計方針の変更に関する注記）
	 （収益認識に関する会計基準等の適用）
	 	　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基
準第29号　2020年３月31日。以下「収益認
識会計基準」という。）等を当連結会計年度の
期首から適用し、約束した財又はサービスの
支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することとしております。これ
による主な変更点は以下のとおりです。

	 代理人取引
	 	　株主優待等に係る一部の収益について、従
来は、総額で収益を認識しておりましたが、
顧客への財又はサービスの提供における役割
（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収
益を認識する方法に変更しております。

	 一定の期間にわたり充足される履行義務
	 	　一部のオンラインサービスに係る収益につ
いて、従来は利用期間開始時に収益を認識す
る方法によっておりましたが、サービスに対
する支配が顧客に一定の期間にわたり移転す
る場合には、サービスを顧客に移転する履行
義務を充足するにつれて、一定の期間にわた
り収益を認識する方法に変更しております。

	 	　収益認識会計基準等の適用については、収
益認識会計基準第84項ただし書きに定める経
過的な取扱いに従っており、当連結会計年度
の期首より前に新たな会計方針を遡及適用し
た場合の累積的影響額を、当連結会計年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高か
ら新たな会計方針を適用しております。

	 	　また、前連結会計年度の連結貸借対照表に
おいて、「流動資産」に表示していた「受取手
形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受
取手形」及び「売掛金」に含めて表示し、「流
動負債」に表示していた「その他」は、当連
結会計年度より「契約負債」及び「その他」
に含めて表示しております。

	 	　この結果、収益認識会計基準等の適用を行
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う前と比べて、当連結会計年度の連結損益計
算書は、売上高は1,418,053千円、売上原価
は1,355,391千円それぞれ減少し、営業利益、
経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれ
ぞれ62,661千円減少しております。

	 	　当連結会計年度の期首の純資産に累積的影
響額が反映されたことにより、連結株主資本
等変動計算書の利益剰余金の期首残高は
276,465千円減少しております。

	 	　１株当たり情報に与える影響は当該箇所に
記載しております。

	 （時価の算定に関する会計基準等の適用）
	 	　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計
基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算
定会計基準」という。）等を当連結会計年度の
期首から適用し、時価算定会計基準第19項及
び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基
準第10号　2019年７月４日）第44－２項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することとしました。

	 	　これにより、従来、時価を把握することが
極めて困難と認められる金融商品とされてい
た社債その他の債券については取得原価をも
って連結貸借対照表価額としておりましたが、
観察可能なインプットを入手できない場合で
あっても、入手できる最良の情報に基づく観
察できないインプットを用いて算定した時価
をもって連結貸借対照表価額としております。
なお、連結貸借対照表に与える影響は軽微で
あります。

	 	　また、「金融商品に関する注記」において、
金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関す
る事項等の注記を行うこととしました。

（会計上の見積りに関する注記）
のれん及び顧客関連資産の評価
（1）		当連結会計年度の連結計算書類に計上した金

額
	 のれん	 2,319,818千円
	 　	うち、株式会社サイマル・インターナショ

ナル	 2,069,934千円
	 顧客関連資産	 881,059千円
	 　	株式会社サイマル・インターナショナル
	 	 881,059千円
（2）		その他見積りの内容に関する理解に資する情

報
	 (見積り金額の算出方法)
	 	　当社グループは2020年３月31日付で、連結
子会社である株式会社サイマル・インターナ
ショナルの株式を取得したことにより発生し
たのれん及び顧客関連資産を保有しており、
これらは規則的に償却しております。また、
経営環境の著しい悪化等、減損の兆候が発生
した場合に減損損失の認識の判定を行ってお
り、減損の兆候がある資産又は資産グループ
について、当該資産又は資産グループから得
られる割引前将来キャッシュ・フローの総額
がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損
損失を認識することとしています。

	 	　当連結会計年度においては、割引前将来キ
ャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価
額を下回る状況にないことから、のれん及び
顧客関連資産に係る減損損失は認識しており
ません。

	 (見積り金額の算出に用いた仮定)
	 	　将来キャッシュ・フローの見積り額は中期
経営計画等に基づき算出しております。

	 (翌年度の連結計算書類に与える影響)
	 	　市場環境の変化や、見積りの前提とした条
件や仮定の変更が必要になった場合、翌連結
会計年度の連結計算書類において、のれん及
び顧客関連資産の評価に重要な影響を与える
可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
1.	 担保に供している資産及び担保に係る債務
	 担保に供している資産
	 　現金及び預金	 4,500千円
	 担保に係る債務
	 　買掛金	 2,842千円
	 　未払費用	 1,071千円
2.	 有形固定資産の減価償却累計額	 4,521,753千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1.	 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普通株式 13,153,293株 ―株 ―株 13,153,293株

2.	 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数

普通株式 44,980株 （注）274株 （注）37,986株 7,268株
（注）	普通株式の自己株式の株式数の増加274株は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少37,986株は、譲渡制限付株式報酬としての自己

株式の処分による減少18,500株および子会社である㈱タスクの株式の追加取得に係る自己株式の処分による減少19,440株ならびに単元未
満株式の買増請求による減少46株であります。

3.	 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2021年７月８日
取締役会 普通株式 353,924 27.00 2021年５月31日 2021年８月６日

2021年12月28日
取締役会 普通株式 381,235 29.00 2021年11月30日 2022年１月24日

（注）2021年12月28日取締役会決議による１株当たり配当額には、創業70周年記念配当２円が含まれております。

4.	 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2022年７月８日
取締役会 普通株式 利益剰余金 381,235 29.00 2022年５月31日 2022年８月５日

（注）2022年７月８日取締役会決議による１株当たり配当額には、創業70周年記念配当２円が含まれております。
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（退職給付に関する注記）
1.	 採用している退職給付制度の概要
	 	　当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給
付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制
度を採用しております。
	 	　確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であ
ります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金
又は年金を支給しております。退職一時金制度（す
べて非積立型制度であります。）では、退職給付と
して、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給し
ております。
	 	　また、一部の連結子会社は複数事業主制度の企
業年金制度に加入しており、自社の拠出に対応す
る年金資産を合理的に計算することができること
から、確定給付制度に含めて記載しております。
	 	　なお、一部の連結子会社の退職一時金制度につ
いては簡便法を採用しております。

2.	 確定給付制度
（1）		退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（簡便法を適用した制度を除く。）
退職給付債務の期首残高 5,766,792千円
勤務費用 335,245千円
利息費用 23,988千円
数理計算上の差異の発生額 △191,685千円
退職給付の支払額 △129,463千円
退職給付債務の期末残高 5,804,878千円

（2）		年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡
便法を適用した制度を除く。）
年金資産の期首残高 5,689,986千円
期待運用収益 113,799千円
数理計算上の差異の発生額 △50,408千円
事業主からの拠出額 230,323千円
退職給付の支払額 △129,463千円
年金資産の期末残高 5,854,237千円

（3）		簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負
債の期首残高と期末残高の調整表
退職給付に係る負債の
期首残高 218,907千円

退職給付費用 29,553千円
退職給付の支払額 △12,096千円
退職給付に係る負債の
期末残高 236,363千円

（4）		退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結
貸借対照表に計上された退職給付に係る負債
及び退職給付に係る資産の調整表
積立型制度の退職給付債務 5,804,878千円
年金資産 △5,854,237千円

△49,359千円
非積立型制度の退職給付債務 236,363千円
連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 187,004千円

退職給付に係る負債 463,121千円
退職給付に係る資産 △276,116千円
連結貸借対照表に計上された
負債と資産の純額 187,004千円

（注）簡便法を適用した制度を含みます。

（5）		退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 335,245千円
利息費用 23,988千円
期待運用収益 △113,799千円
数理計算上の差異の
費用処理額 △244,157千円

簡便法で計算した
退職給付費用 29,553千円

その他 1,430千円
確定給付制度に係る
退職給付費用 32,261千円

（6）		退職給付に係る調整額
	 	退職給付に係る調整額に計上した項目（税効
果控除前）の内訳は次のとおりであります。
数理計算上の差異 △105,487千円
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（7）		退職給付に係る調整累計額
	 	退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税
効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
未認識数理計算上の差異 653,730千円

（8）		年金資産に関する事項
	 ①　年金資産の主な内訳
	 	　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率
は、次のとおりであります。
債券 34％
株式 19％
保険資産（一般勘定） 25％
その他 22％
合計 100％

	 ②　長期期待運用収益率の設定方法
	 	　年金資産の長期期待運用収益率を決定する
ため、現在及び予想される年金資産の配分と、
年金資産を構成する多様な資産からの現在及
び将来期待される長期の収益率を考慮してお
ります。

（9）		数理計算上の計算基礎に関する事項
	 	当連結会計年度末における主要な数理計算上
の計算基礎
割引率 主として0.78％
長期期待運用収益率 2.0％

（金融商品に関する注記）
1.	 金融商品の状況に関する事項
（1）		金融商品に対する取組方針
	 	　当社グループは、資金運用については安全性
の高い金融資産による運用に限定しております。
短期及び長期的な運転資金は、銀行借入により
調達する方針です。デリバティブ取引は、元本
保証の安全な運用を除き、ヘッジ目的以外には
行わない方針です。

（2）		金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管
理体制

	 	　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客

の信用リスクに晒されております。当該リスク
に関しては、当社グループの債権管理規程に従
い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う
とともに、回収遅延債権は、毎月、各担当執行
役員へ報告され、督促など早期回収のための取
り組みが行われております。また、取引先の信
用状況を定期的に把握し、財務状況等の悪化に
よる回収懸念の早期把握や軽減に努めておりま
す。

	 	　投資有価証券は、主に取引先企業との業務又
は資本提携等に関する株式や投資事業有限責任
組合への出資であります。

	 	　株式は、市場価格の変動リスクに晒されてお
りますが、定期的に時価や発行体（取引先企業）
の財務状況を把握し、取締役会に報告されてお
ります。

	 	　営業債務である買掛金及び未払費用は、その
ほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

	 	　また、営業債務は、流動性リスクに晒されて
おりますが、当社グループでは、必要に応じて
資金繰計画を作成する等の方法により管理して
おります。

	 	　借入金は、主に設備投資等に必要な資金の調
達を目的としたものであり、返済期限は最長で
2027年10月であります。
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2.	 金融商品の時価等に関する事項
	 	　2022年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等は、次表に含めておりません。（（※2）参照）	

連結貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）
（1）受取手形 79,695 79,695 －
（2）売掛金 4,371,328 4,371,328 －
（3）投資有価証券
　　その他有価証券 2,108,374 2,108,374 －
　　社債 5,000 5,000 －
資産計 6,564,399 6,564,399 －
（1）買掛金 1,865,097 1,865,097 －
（2）短期借入金 106,000 106,000 －
（3）１年内返済予定の長期借入金 140,884 140,702 △181
（4）未払費用 1,691,931 1,691,931 －
（5）長期借入金 191,956 190,453 △1,502
負債計 3,995,869 3,994,184 △1,684
（※１）	「現金及び預金」については、現金であること、

及び預金が短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから、記載
を省略しております。

（※２）	市場価格のない株式等は、「資産（3）投資有
価証券	その他有価証券」には含まれており
ません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
額は以下のとおりであります。

区分
連結貸借対照表計上額

（千円）
その他有価証券
非上場株式 435,337
投資事業有限責任組合への出資 335,711
合計 771,048
　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業
会計基準適用指針第19号　2020年３月31日）第５
項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
　投資事業有限責任組合への出資は「時価の算定に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第31号　2019年７月４日）第26項又は第27項に従
い、時価開示の対象とはしておりません。

３.	 	金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する
事項

	 	　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプ
ットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の
３つのレベルに分類しております。

	 レベル１の時価：	観察可能な時価の算定に係る
インプットのうち、活発な市
場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又
は負債に関する相場価格によ
り算定した時価

	 レベル２の時価：	観察可能な時価の算定に係る
インプットのうち、レベル１
のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて
算定した時価

	 レベル３の時価：	観察できない時価の算定に係
るインプットを使用して算定
した時価

	 	　時価の算定に重要な影響を与えるインプット
を複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算
定における優先順位が最も低いレベルに時価を
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分類しております。
（1）		時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
	 	 当連結会計年度（2022年５月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券
　　株式 2,090,158 18,216 － 2,108,374
　　社債 － 5,000 － 5,000
資産計 2,090,158 23,216 － 2,113,374

（2）		時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
	 	 当連結会計年度（2022年５月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
受取手形 － 79,695 － 79,695
売掛金 － 4,371,328 － 4,371,328
資産計 － 4,451,024 － 4,451,024
買掛金 － 1,865,097 － 1,865,097
短期借入金 － 106,000 － 106,000
１年内返済予定の長期借入金 － 140,702 － 140,702
未払費用 － 1,691,931 － 1,691,931
長期借入金 － 190,453 － 190,453
負債計 － 3,994,184 － 3,994,184

	 （注）	時価の算定に用いた評価技法及び時価の
算定に係るインプットの説明
投資有価証券
　株式及び社債は相場価格を用いて評価
しております。株式は活発な市場で取引
されているため、原則としてその時価を
レベル１の時価に分類しております。一
方で、当社が保有している一部の株式及
び社債は、市場での取引頻度が低く、活
発な市場における相場価格とは認められ
ないため、その時価をレベル２の時価に
分類しております。
受取手形、売掛金
　これらの時価は、一定の期間ごとに区
分した債権ごとに、債権額と満期までの
期間及び信用リスクを加味した利率を基

に割引現在価値法により算定しており、
レベル２の時価に分類しております。
	買掛金、短期借入金、１年内返済予定の
長期借入金、並びに未払費用
	　これらの時価は、一定の期間ごとに区
分した債務ごとに、その将来キャッシ
ュ・フローと、返済期日までの期間及び
信用リスクを加味した利率を基に割引現
在価値法により算定しており、レベル２
の時価に分類しております。
長期借入金
	　長期借入金の時価は、元利金の合計額
と、当該債務の残存期間及び信用リスク
を加味した利率を基に、割引現在価値法
により算定しており、レベル２の時価に
分類しております。
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（収益認識に関する注記）
1.	 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
	 	　2022年５月31日における顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
	 （単位：千円）

報告セグメント
連結計算書類計上額

ディスクロージャー関連事業 通訳・翻訳事業
売上高
　金融商品取引法関連製品 7,279,611 － 7,279,611
　会社法関連製品 5,671,950 － 5,671,950
　ＩＲ関連製品 4,506,799 － 4,506,799
　その他製品 1,182,604 － 1,182,604
　通訳・翻訳事業 － 6,676,694 6,676,694
　顧客との契約から生じる収益 18,640,965 6,676,694 25,317,659
　外部顧客への売上高 18,640,965 6,676,694 25,317,659
（注）	本基準適用により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「ディスクロージャー関連事業」の売上高は1,418,053千円減少しております。

2.	 	顧客との契約から生じる収益を理解するための
基礎となる情報

	 	　収益を理解するための基礎となる情報は、「（連
結計算書類の作成のための基本となる重要な事

項に関する注記等）　４　会計方針に関する事
項　（4）その他連結計算書類の作成のための基
本となる重要な事項　②収益及び費用の計上基
準」に記載のとおりです。

3.	 	顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報

（1）	契約負債の残高等
	 （単位：千円）

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 4,409,458
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,451,024
契約負債（期首残高） 792,733
契約負債（期末残高） 1,154,452

	 	　契約負債は、主に顧客からの前受金に関連す
るものであります。契約負債は、収益の認識に
伴い取り崩されます。

	 	　当連結会計年度に認識された収益のうち期首
現在の契約負債残高に含まれていた額は、
792,733千円であります。

（2）	残存履行義務に配分した取引価格
	 	　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び

収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおり
であります。

	 	　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配
分した取引価格については、当初に予想される
契約期間が１年を超える重要な契約がないため、
実務上の便法を適用し、記載を省略しておりま
す。また、顧客との契約から生じる対価の中に、
取引価格に含まれていない重要な金額はありま
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せん。

（１株当たり情報に関する注記）
1.	 １株当たり純資産額	 1,754円84銭
2.	 １株当たり当期純利益	 171円29銭
（注）	「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、「収益認識

に関する会計基準」等を適用しております。この結果、当連
結会計年度の１株当たり純資産額は25円61銭、１株当たり当
期純利益は４円59銭それぞれ減少しております。
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株主資本等変動計算書（2021年６月１日から2022年５月31日まで）
（単位：千円）

株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 2,278,271 2,227,268 2,133,182 4,360,451 174,905 8,600,000 4,061,875

当期変動額

剰余金の配当 △735,160

当期純利益 2,470,859

自己株式の取得

自己株式の処分 33,152 33,152

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― 33,152 33,152 ― ― 1,735,699

当期末残高 2,278,271 2,227,268 2,166,335 4,393,603 174,905 8,600,000 5,797,574

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計

利益剰余金
自己株式 株主資本

合計

その他
有価証券

評価差額金

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合計

当期首残高 12,836,780 △39,214 19,436,289 737,956 737,956 20,174,246

当期変動額

剰余金の配当 △735,160 △735,160 △735,160

当期純利益 2,470,859 2,470,859 2,470,859

自己株式の取得 △487 △487 △487

自己株式の処分 33,256 66,409 66,409

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108,149 △108,149 △108,149

当期変動額合計 1,735,699 32,769 1,801,621 △108,149 △108,149 1,693,472

当期末残高 14,572,480 △6,445 21,237,910 629,807 629,807 21,867,718

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.	 資産の評価基準及び評価方法
	 有価証券の評価基準及び評価方法
	 子会社株式
	 　移動平均法による原価法
	 その他有価証券
	 　市場価格のない株式等以外のもの
	 　	　時価法（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定）

	 　市場価格のない株式等
	 　　移動平均法による原価法
	 　	　なお、投資事業有限責任組合への出資(金融
商品取引法第２条第２項により有価証券とみ
なされるもの)については、組合契約に規定さ
れる決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込
む方法によっております。

2.	 固定資産の減価償却の方法
（1）	有形固定資産（リース資産を除く）
	 	　法人税法に規定する方法と同一の基準によ
る定率法

	 	　ただし、1998年４月１日以降取得した建物
（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１
日以降取得した建物附属設備及び構築物につ
いては、法人税法に規定する方法と同一の基
準による定額法によっております。

	 主な耐用年数
	 　建物		 15～50年
	 　工具、器具及び備品	 ５年
（2）	無形固定資産（リース資産を除く）
	 ソフトウエア（自社利用分）
	 	　社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法

	 その他
	 	　法人税法に規定する方法と同一の基準によ
る定額法

（3）	リース資産
	 	　所有権移転外ファイナンス・リース取引に
係るリース資産

	 	　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法を採用しております。

3.	 引当金の計上基準
（1）	役員賞与引当金
	 	　役員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、支給見込額に基づき当事業年度に見合
う分を計上しております。

（2）	退職給付引当金
	 	　従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度末における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。

	 	　退職給付引当金及び退職給付費用の処理方
法は以下の通りです。

	 ①　退職給付見込額の期間帰属方法
	 	 	　退職給付債務の算定にあたり、退職給付

見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によ
っております。

	 ②	　	数理計算上の差異の費用処理方法
	 	 	　数理計算上の差異は、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。

（3）	役員退職慰労引当金
	 	　役員退職慰労金の支給に備えて内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。
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4.	 	収益及び費用の計上基準
	 	　持株会社である当社の利益は、子会社からの
経営指導料収入、業務受託収入、不動産賃貸収
入並びに受取配当金となります。各収入の認識
基準は以下のとおりであります。

（1）		経営指導料収入、業務受託収入、不動産賃貸
収入

	 	　経営指導料収入、業務受託収入、不動産賃
貸収入については、子会社への契約内容に応
じた業務を提供することが履行義務であり、
一定の期間にわたり当社の履行義務が充足さ
れると判断し、履行義務の充足に応じて収益
を認識しております。

（2）		受取配当金
	 	　受取配当金については、配当金の効力発生

日をもって収益を認識しております。
5.	 	その他計算書類の作成のための基本となる重要
な事項
	 退職給付に係る会計処理
	 	　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会
計処理の方法は、連結計算書類における会計処
理の方法と異なっております。

（会計方針の変更に関する注記）
	 （収益認識に関する会計基準等の適用）
	 	　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基
準第29号　2020年３月31日。以下「収益認
識会計基準」という。）等を当事業年度の期首
から適用し、約束した財又はサービスの支配
が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識することとしております。なお、計算
書類に与える影響はありません。

	 （時価の算定に関する会計基準等の適用）
	 	　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計
基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算
定会計基準」という。）等を当事業年度の期首

から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金
融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10
号　2019年７月４日）第44－２項に定める経
過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を将来にわたって適
用することとしました。

	 	　これにより、従来、時価を把握することが
極めて困難と認められる金融商品とされてい
た社債その他の債券については取得原価をも
って貸借対照表価額としておりましたが、観
察可能なインプットを入手できない場合であ
っても、入手できる最良の情報に基づく観察
できないインプットを用いて算定した時価を
もって貸借対照表価額としております。なお、
貸借対照表に与える影響は軽微であります。

（会計上の見積りに関する注記）
	関係会社株式の評価
（1）	当事業年度の計算書類に計上した金額
	 関係会社株式	 10,580,021千円
	 　	うち、株式会社サイマル・インターナショ

ナル株式	 4,949,368千円
（2）		その他見積りの内容に関する理解に資する情

報
	 (見積り金額の算出方法)
	 	　当社は、通訳・翻訳事業を展開する株式会
社サイマル・インターナショナル（以下、サ
イマル社）株式を保有しており、計算書類に
おいて関係会社株式を計上しております。当
社は、国内企業の海外投資家向けＩＲ支援や
グローバルビジネス展開の支援の強化、既存
の通訳・翻訳事業の強化、事業領域の拡大の
観点から、サイマル社を子会社とすることに
より、当社グループとしてシナジー効果が期
待できると考え、超過収益力を見込んだ価額
での取得を行っていることから、サイマル社
株式の取得価額には超過収益力を評価した部
分が含まれております。
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	 	　当事業年度においては、サイマル社株式の
評価にあたり、超過収益力の減少の有無を検
討し、超過収益力を反映した実質価額と帳簿
価額の比較による評価を行った結果、実質価
額の著しい低下はないものとして判断してお
ります。

	 (見積り金額の算出に用いた仮定)
	 	　上記検討に用いた実質価額は、一般に公正
妥当と認められる会計基準に準拠して作成し
た財務数値を基礎としつつ、超過収益力を反
映すべく中期経営計画等に基づく将来キャッ
シュ・フローを用いて算定しております。

	 (翌年度の計算書類に与える影響)
	 	　子会社化により見込んでいるシナジー効果
が十分に発揮できない場合や、見積りの前提
とした条件や仮定の変更が必要になった場合、
翌事業年度の計算書類において、関係会社株
式の評価に重要な影響を与える可能性があり
ます。

（貸借対照表に関する注記）
1.	 担保に供している資産
	 担保に供している資産
	 　現金及び預金	 4,500千円
	 担保に係る債務（※）
	 　買掛金	 2,842千円
	 　未払費用	 1,072千円
	 （※）宝印刷株式会社に帰属する債務であります。

2.	 有形固定資産の減価償却累計額	 2,826,397千円
3.	 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
	 金銭債権	 113,292千円
	 金銭債務	 814千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
　営業取引による取引高
	 営業収益	 3,670,881千円
	 営業費用	 91,586千円
　営業取引以外の取引による取引高	 54千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 44,980株 （注）274株 （注）37,986株 7,268株
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加、減少共に、（連結株主資本等変動計算書に関する注記）２の（注）と同様の理由によるものです。
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳
繰延税金資産
退職給付引当金 22,652千円
役員退職慰労引当金 23,957千円
役員報酬（株式報酬） 10,372千円
未払事業税 8,751千円
資産除去債務　 7,054千円
未払社会保険料 3,008千円
投資有価証券評価損 43,551千円
会社分割による関係会社株式 225,437千円
その他 6,014千円

繰延税金資産小計 350,800千円
評価性引当額 △71,620千円
繰延税金資産合計 279,180千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △272,979千円

繰延税金負債合計 △272,979千円
繰延税金資産純額 6,200千円

（関連当事者との取引に関する注記）

種類 会社等の名称 所在地 資本金
（千円） 事業の内容

議決権等の
所有（被所有）

割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 宝印刷
株式会社

東京都
豊島区 200,000 ディスクロージャー関連事業

（所有）
直接
100.00

配当の受取
業務の請負
不動産の
賃貸
役員の兼任
経営に係る
指導料

事務管理
業務の受託 1,140,000 売掛金 104,500

配当金の
受取 1,692,000 ― ―

不動産の
賃貸 395,017 契約負債 36,209

経営指導料
の受取 3,200 売掛金 440

（注１）	上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
（注２）取引条件及び取引条件の決定方針等
	 	 	 業務受託料については、人件費等のコストを勘案し、合理的に決定しております。
	 	 	 不動産賃貸料については、近隣の取引実勢、物件の所有管理に係る諸経費等を勘案し、決定しております。
	 	 	 経営指導料については、経営活動全般に関する指導、助言に対する対価として業務の内容を勘案し、決定しております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎
となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基
礎となる情報は「（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）　４　収益及び費用の計上基準」に記載の	

とおりです。

（１株当たり情報に関する注記）
1.	 １株当たり純資産額	 1,663円45銭
2.	 １株当たり当期純利益	 188円14銭
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（連結配当規制適用会社に関する注記）
当社は連結配当規制適用会社であります。
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